
様式第６号 

※     年度長第     号 

長 期 貸 付 借 用 証 書 

金 額               円 

               上記金額を公益財団法人静岡県市町村振興協会基金貸付細則並びに次の条件及び 

            裏面特約条項を承認のうえ借用しました。 

1. 資 金 の 用 途 

2. 借 用 条 件            

3. 元利金の支払方法     半年賦元金均等償還とし、別紙償還年次表のとおり償還します。 

4. 元利金の振込口座  （銀行）  静岡銀行 駅南支店 

（名義） 公益財団法人静岡県市町村振興協会 理事長 

              （番号） 普通 ８５３５１５ 

     年     月     日 

 市町等の長                          印 

公益財団法人静岡県市町村振興協会 

理 事 長           様 

 

期   間 金  額 利  率 償 還 期 限 据 置 期 限 

12年（うち据置期間 2年）        円 年   ﾊﾟｰｾﾝﾄ    年   月  日    年   月  日 

15年（うち据置期間 3年）        円 年   ﾊﾟｰｾﾝﾄ    年   月  日    年   月  日 

 

 捨 印 

（注） 1.※印は、記入しないでください。 

      2.金額は、算用数字（1,2,3,･･･）で記入してください。 

      3.借用条件は、期間が１つの場合、該当する欄のみ記入してください。 

4.借用年月日は、貸付期日を記入してください。 

5.枠外の捨印は、必ず押印してください。 



 

特   約   条   項 

 

 

１. 利息の計算 

利息の計算は、未償還元金に貸付利率を乗じて得た額と

し、借入の翌日から計算するものとする。3月 24日が金融機

関の休業日に当たるため、その翌営業日に借り入れた場合

は、日割をもって計算するものとする。 

２. 延滞利息 

借入市町等は、元利金の振込みを遅延した場合は、その額

について払込期日の翌日から振込当日まで年 10 パーセント

の割合で延滞利息を払い込むものとする。 

３. 報 告 

借入市町等は、貸付金の償還が終わるまでの間に、下記の

各号に該当する場合においては、その都度、速やかに文書に

より理事長に報告するものとする。 

(1) 借入市町等の名称の変更があった場合 

(2) 借入市町等に係る廃置分合又は境界変更により貸付金の債

務の継承があった場合 

(3) 貸付対象事業を中止し、廃止し、又は計画を変更した場合 

(4) 前各号に掲げる場合のほか、特に理事長が指示した場合 

 

４. 調 査 

この法人は、貸付金に係る債権の管理又は保全のため、書類

の提出を求め、又は実地に調査することができるものとする。 

５. そ の 他 

この特約条項に定めのない事項で必要事項が生じた場合 

は、この法人の指示によるものとする。 


